
 

 

 

 

 

 

 

 

 

四條畷市総合教育会議（令和６年度第４回） 

会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 條 畷 市 

 



 

 

１ 令和６年１１月１１日 午後２時 四條畷市役所本館委員会室において、四條畷市

総合教育会議を開催する。 

 

２  出席者 

  市 長  東  修 平 

  教 育 長 職 務 代 理 者   山 本 博 資  

  教 育 委 員 会 委 員  佃  千 春 

  教 育 委 員 会 委 員  尾 﨑 靖 二 

 

３  欠席者 

  教 育 委 員 会 委 員  佐々木 弥生 

 

４  事務局出席者 

  理事（特命）兼危機統括監  開  康 成  総 合 政 策 部 長  西尾  佳岐    

学 校 教 育 部 長  阪本  武郎  社 会 教 育 部 長  藤岡  靖幸  

総合政策部副参事兼  板谷 ひと美  施設創生担当次長兼  西野  英晃   

  秘 書 政 策 課 長          施 設 創 生 課 長 

学 校 教 育 部 次 長  花 岡  純  社 会 教 育 部 次 長  神本 かおり 

  兼 学 校 教 育 課 長          兼スポーツ・青少年課長 

社会教育部副参事  賀藤  久道  教 育 総 務 課 長  古市  靖之 

教育支援センター長兼  金 子  摂  学 校 給 食 セ ン タ ー 所 長  谷口  直人 

学校教育課指導担当課長 

文 化 財 課 長  西 岡  充  文化・公民館振興課長  安田 美有希 

                     兼 公 民 館 館 長 

図書館長兼主任兼  田 中  学  教育総務課長代理兼主任  木邨  勇貴 

田 原 図 書 館 主 任 

  文化財課長代理兼主任  實盛  良彦  建設整備課主任兼  菅  俊 旭 

施 設 創 生 課 主 任 

  施 設 創 生 課 主 任  荒 堀  涼  施 設 創 生 課 主 査  楠  康 平 

  秘書政策課事務職員  福山  浩平 

                        

５ 会議録作成者 

  秘書政策課事務職員  福山  浩平 

   

６  案件 

（１）個別施設計画【公共施設】（案）及び学校施設整備方針（原案）について 

（２）その他 
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開会に先立ちまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料は、 

「次第」、 

「四條畷市個別施設計画【公共施設】（令和６年１２月改訂版）（案）」 

「四條畷市学校施設整備方針（原案）」となります。 

ないようであればお申し出ください。 

 

それでは定刻になりましたので、令和６年度第４回四條畷市総合

教育会議を開催させていただきます。 

教育長が不在のため、本日は山本職務代理者に教育委員会を代表

いただき、開催をいたします。 

また本日は、佐々木教育委員は所用により欠席でございます。 

今回は、次第に記載のとおり、四條畷市個別施設計画【公共施設】

（案）及び四條畷市学校施設整備方針（原案）について、教育委員会

の皆様と市長の意見交換や報告を行うため、お集まりいただいてお

ります。 

本日も、円滑な会議の進行にご協力をお願い申し上げます。 

なお、会議録作成のため、本日のご発言内容を録音させていただ

きます。ご発言の際はマイクをお使いいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

それでは、はじめに、市長から挨拶を申し上げます。 

 

皆様、こんにちは。公私お忙しいなかにもかかわりませず、お集

まりいただき、誠にありがとうございます。 

また、教育委員の皆様をはじめ、事務局職員におかれましては、

本市の実情を踏まえての教育施策の展開に、日々ご尽力をいただい

ておりますこと、この場をお借りして、心から感謝と敬意を表した

いと思います。誠にありがとうございます。 

さて、本日は、令和６年度４回めの総合教育会議となります。 

本日は、四條畷市個別施設計画【公共施設】（案）と四條畷市個

別施設計画【公共施設】と相互補完の関係にある四條畷市学校施設

整備方針（原案）について、忌憚の無い意見交換を行いたく存じま

す。 

３回にわたる本会議における協議をはじめ、議会での審議、庁内

推進本部会議を通じた議論を経て、広く市民方々からご意見を頂戴

すべく１１月１４日からパブリックコメントを実施いたします。 

よって前回に引き続き、四條畷市個別施設計画【公共施設】、四

條畷市学校施設整備方針の成案化を控えた重要な協議の場ととらえ
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ておりますので、限られた時間となりますが、今後の施設整備がイ

メージできる会議としたく、ご協力をよろしくお願い申し上げ、甚

だ簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。 

 

 ありがとうございました。 

それでは、市長、以降の会議の進行をよろしくお願いします。 

 

それでは、机上の次第に従いまして進めてまいります。 

まずは、次第１、個別施設計画【公共施設】（案）及び学校施設整

備方針（原案）について、第３回会議からの経過及び主な変更点など

を担当部局より説明をお願いしたいと思います。 

 

１０月３０日から本日までの経緯について、ご説明させていただ

きます。 

前回の会議で共有させていただきました議会からの意見、提言と

総合教育会議でのご意見を踏まえ、１１月５日に庁内推進本部会議

を開催し、四條畷市個別施設計画【公共施設】（原案）を一部修正の

うえ計画（案）の策定をいたしました。その後、議会へ修正点の説明

を行いましたが、修正した内容についてのご意見は特にありません

でした。 

前回会議から本日までの経緯については以上となります。 

 

四條畷市学校施設整備方針（令和６年１２月改訂版）（原案）につ

きまして、原案を策定し、１０月３０日午前に教育委員会定例会に

て報告、同日午後に総合教育会議にて共有をしたところです。この

原案については、１０月３１日に議会にも共有を行ったところです。

前回の総合教育会議より内容に変更はございません。 

続きまして、四條畷小学校整備に係る予備調査業務委託の結果に

ついて、ご説明いたします。 

令和６年６月３日から同年１０月３１日までの期間において、断

層調査及び地震時の液状化調査を行いました。 

反射法地震探査、ボーリング調査、試料分析を行い、ボーリングコ

ア観察、試料分析結果から総合的に判断すると「地質構造の傾斜は

地表面の傾斜とほぼ平行である。このことから、小学校敷地内に活

断層が分布している可能性は極めて低い」との結果でした。 

また、地震時の液状化調査については、ボーリング調査、室内土質

試験、液状化判定を行い「ほとんどの深さで液状化しない。一部の層

では液状化が生じるものの、その程度はごく軽微である。」との結果
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でした。この結果は、学識経験者による調査結果の分析に基づく見

解でございます。 

つきましては、四條畷小学校は現在配置で引き続き存続すること

とし、来年度に向けた同校及び四條畷中学校の耐力度調査業務委託

の予算要求を行っているところですが、その調査が実施されたうえ

で、基本計画、設計、整備という流れで学校施設整備を実行に移した

く思います。 

説明は以上です。 

 

それでは、四條畷市個別施設計画【公共施設】の原案から案への修

正点についてご説明させていただきますので、資料の四條畷市個別

施設計画【公共施設】（案）をご覧願います。 

まず、１２ページの公共施設の再編に向けた方針、方向性にかか

る議論の取組み過程ですが、２５の四條畷市個別施設計画【公共施

設】（案）の策定を追加し、併せて１５ページの表中、１１月に追記

しております。 

１７ページをご覧ください。四角く囲っている目標値ですが、期

間を明記するよう意見をいただきましたので、「計画期間内に」を追

記しております。 

５４ページをご覧ください。２４の四條畷市シルバー人材センタ

ーですが、整備方針の一つめの点のなお書き以降に「将来を見据え

た業務運営上、必要な改修等により効果が得られる場合は、現施設

で維持する」と、二つめの点に「移転となった場合の」を追記してお

ります。また、配置の考え方についても「、」以降に「又は現敷地と

する」を追記しております。これは、原案の時点では四條畷南中学校

跡地への移転としておりましたが、四條畷市シルバー人材センター

からの要望、四條畷小学校の地質調査の結果、将来を見据えた費用

など、総合的な観点で継続して検討していく必要があると判断し、

四條畷南中学校跡地と現敷地の両論を併記することとしておりま

す。 

最後に２８ページにお戻りください。今ご説明させていただいた

四條畷市シルバー人材センターを併記したことにより、地図の中央

あたりに、かっこ書きで２４、四條畷市シルバー人材センターを追

記しております。 

修正箇所の説明は以上となります。 

 

ただ今のご説明に対して、何かご意見がございましたらお願いい

たします。 
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四條畷小学校の地質調査の結果、敷地内に活断層が存在する可能

性が低いことが判明したことを大変嬉しく思います。それに関連し

て、四條畷市シルバー人材センターが移転となった場合の敷地につ

いてお示しいただきました。四條畷小学校との近接性を踏まえて検

討をされるとのことから、四條畷小学校の敷地を広げる可能性はあ

るのでしょうか。今朝、これまでに長寿命化改修を行ってきた、木津

川市立相楽小学校を視察してきました。北、中、南校舎と並列に３棟

建っている学校であり、これまでの歴史や経緯等を活かしつつ、改

築や大規模改修、長寿命化といったそれぞれの工法で、こどもが生

活するなかでも改修をされてきていました。そのなかには、敷地内

にプレハブの仮設校舎を建てて対応したという事例もあったので、

四條畷市シルバー人材センターが四條畷南中学校跡地に移転すると

なれば、四條畷小学校においても長寿命化改修をするときにこども

の安全な居場所を考え、仮設校舎を建てる場所になる可能性もある

と思います。また、四條畷東小学校と四條畷小学校が一緒になった

ことにより、教育活動に支障が出るほど教室が少ないなどの影響が

あるので、その支障が解消できるような設計や改築ができる可能性

があるかを聞かせていただきたいと思います。 

 

今後の四條畷小学校の整備方針としては、基本的には長寿命化改

修になるものの、耐力度調査を実施したのちに整備の方法を検討し

ます。なるべく現在の敷地の中で、ローリングしながら整備するこ

とになります。ただ、それでは間に合わない場合に仮設校舎を検討

することになりますので、現時点で仮設校舎の必要性についてはお

答えしづらいですが、必要性が生じた場合には市長部局と調整を図

りたいと思います。 

 

四條畷市シルバー人材センターに関連する質問で、現在の敷地に

維持するのか、あるいは四條畷南中学校跡地に移転するのかといっ

た考え方が書かれていますが、四條畷小学校の基本設計は、短期の

前半部分となる２５年のあたりで検討しなくてはならないというこ

とになっています。一方で、四條畷南中学校跡地に移転するのか、現

地建替えになるのかの検討及び決定が、記載されている更新時期を

みると２０２７、８年までとなっています。そうすると基本設計の

段階では結論が出ていないことになるので、時期のことを教えてい

ただきたいということ、基本設計までに決定をお願いしたいという

要望です。 
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四條畷市シルバー人材センターについては、原則、四條畷南中学

校跡地に移設と記載させていただいています。現在、市長部局にて

基本計画の策定を進めており、年度内に終える予定としていること

から、移転先についても年度内に判断することになるため、四條畷

小学校の基本設計には影響がないと考えています。 

 

その他いかがでしょうか。 

 

学校施設の整備方針について、９ページに創意工夫による魅力・

特色づくりのほか、教育変化への対応ということが記載されていま

す。 

先ほど佃委員も触れられたように、本日の午前中に木津川市立相

楽小学校に視察に行きました。３つの校舎に対して、北側から、改

築、長寿命化改修、大規模改修と、１つの学校で３つの異なった工法

による整備をしておられ、補助金をそれぞれうまく獲得されるなど、

様々な工夫がみられました。最も驚いたことは、学校全体が明るく、

施設整備が果たす役割というものを感じました。四條畷市学校施設

整備方針の３ページに記載する主な対象施設は、市立小中学校の校

舎、屋内運動場及びその他関連する施設や設備等と、踏み込んで整

備方針の対象としていただいていると思います。木津川市の場合、

窓の大きさをより大きくすることに加え、その位置の工夫、電気の

ＬＥＤ化、複層ガラスの設置、蛇口が多く設けられているなど、こど

もたちへの音や光、水に対する配慮が行き届いておりすばらしいも

のだと感じました。木津川市では、備品にはなりますが机や椅子に

ついても整備されたと聞いています。四條畷市学校施設整備方針で

も、同様のことに踏み込んだ整備方針であることで、本市において

も木津川市に負けないような整備が期待できると、この方針からう

かがい知ることができると思います。市民から様々な意見があると

思いますが、このようなよさにも留意いただきたいと思います。 

 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

 

パブリックコメントを実施するにあたり、気になる表現がありま

した。四條畷市シルバー人材センターについて、当該施設が「旧耐

震」であるという書き方がありました。一方で、後ろの方に記載され

ている検討会での検討事項の内容をみると「耐震化されていない」

という書き方になっています。市民感覚では検討会のまとめが「耐
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震化されていない」という書き方になっているのに対して、各施設

では「旧耐震」という書き方であり、違う形のように見えたため、で

きれば統一した方がよい印象を受けました。 

 

参考資料として添付しているもののことと思料いたします。こち

らは、令和４年に行った公共施設再編検討会での報告書であり、耐

震化は実施していないと記載したものです。この時にはお示しのと

おり、いろいろな言葉が出てくるため、今回の四條畷市個別施設計

画【公共施設】を見直す際に、庁内推進本部会議においても議論にな

り、旧耐震で統一することになっており、今回からは旧耐震と統一

させていただきました。ただ、資料自体は過去のものなので、言葉が

異なってしまうことになっています。 

 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

先般もご確認いただいて、今回は修正箇所のみの意見交換となり

ました。他になければ次第２、その他に移らせていただきます。 

教育委員会や事務局から、その他にございませんでしょうか。 

 

個別施設計画について、今後のスケジュールの説明をさせていた

だきます。 

本日ご説明させていただきました四條畷市個別施設計画【公共施

設】（案）は、四條畷市学校施設整備方針（原案）と同時に１１月１

４日から１２月１３日まで市民意見公募を実施いたします。 

意見を取りまとめた後、１２月議会での議論などを含めて１２月

２４日に庁内推進本部会議において計画改訂を予定しており、その

後、本会議においても報告させていただきたいと考えておりますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。説明は以上となります。 

 

四條畷市学校施設整備方針についても、先ほどの四條畷市個別施

設計画【公共施設】と同様の時期に市民意見公募を実施いたします。

市民意見公募を経て、１２月２５日の教育委員会定例会において、

案件として提出させていただき、ご可決いただきたいと考えており

ます。 

 

その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（意見なし） 
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市長 

 

事務局からご説明のありましたスケジュールで進めさせていただ

くということを共有していただきましたので、令和６年度第４回総

合教育会議を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとう

ございました。 

 


